
有子世帯の扶助・加算について

平成26年10月21日

厚生労働省社会・援護局保護課

第19回社会保障審議会生活保護基準部会

平成26年10月21日 資 料 ３



目 次

○ 有子世帯の扶助・加算に関する論点及び検証方法について・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ３

○ 子供の貧困対策に関する大綱について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ４

○ ≪参考≫平成26年度予算執行調査結果（平成26年７月１日財務省公表） ・・・・・・・・・ Ｐ８

○ ≪参考≫平成26年５月30日財政制度等審議会報告書（抜粋） ・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ11

○ 児童養育加算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ14

○ 母子加算の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ15

○ 母子加算の経緯について ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ16

○ 教育扶助の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ17

○ 高等学校等就学費の概要・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ Ｐ18

2



有子世帯の扶助・加算に関する論点及び検証方法について

＜児童養育加算＞

生活扶助基準（第１類・第２類）及び児童養育加算の合計額は、一般の夫婦子世帯における生活扶助相当支出額と均衡がとれるものと

なっているか、子どもの人数別・年齢別に検証。

検証に使用するデータ：平成21年全国消費実態調査（総務省） ※ 夫婦子１人世帯のサンプル数は約４千世帯

（参考）大人が２人以上の有子世帯（現役世帯）の相対的貧困率（等価可処分所得が中央値の半分に満たない世帯員の割合）は、

12.4%（平成24年国民生活基礎調査）となっている。

＜母子加算＞

生活扶助基準（第１類・第２類）、児童養育加算及び母子加算の合計額は、一般のひとり親世帯における生活扶助相当支出額と均衡が

とれているか、子どもの人数別・年齢別、就労の状況別に検証。

○ひとり親世帯であることによる増加需要は、どのようなものか。

・ 夫婦子世帯の支出額と比較して、ひとり親世帯の支出が多くなっている支出があるのではないか。

・ 母子加算は、児童の年齢や就労の状況にかかわらず、一律の額となっているが、児童の年齢や就労の状況により、増加需要は異な

るのではないか。

・ ひとり親世帯の所得は、相対的に低位であることを踏まえて検証する必要があるのではないか。

・ 検証にあたってひとり親世帯のサンプル数をどのように確保するか。

→ 全国消費実態調査２回分、家計調査５年分で検証してはどうか。

検証に使用するデータ：平成16年・21年全国消費実態調査（総務省）、平成21年～25年家計調査

※ 母子世帯のサンプル数は、全国消費実態調査で約600世帯、家計調査で約100世帯

○ 母子加算は、子どもの貧困解消を図ることが目的とされているが、その趣旨をより活かすための給付の在り方はどのようなものが考

えられるか。

（参考）ひとり親世帯（現役世帯）の相対的貧困率（等価可処分所得が中央値の半分に満たない世帯員の割合）は、54.6%（平成24年

国民生活基礎調査）となっている。

＜教育扶助基準・高等学校等就学費＞

○ 教育扶助基準額と一般世帯における義務教育関連支出額は、均衡がとれるものとなっているか。

○ 高等学校等就学費基準額と一般世帯における高校就学のための支出額は、均衡がとれるものとなっているか。

検証に使用するデータ：子どもの学習費調査（文部科学省） 3

○ 有子世帯の最低生活保障及び自立助長（子どもの貧困解消、貧困の連鎖の防止）の観点から、有子世帯の扶助・加算の
水準や在り方は、どのようにするべきか。

○ 有子世帯の扶助・加算は、一般世帯における消費実態と均衡がとれるものとなっているか。



○ 子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と
教育の機会均等を図る。

○ 全ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子供の貧困対策を総合的に推進する。

目的・理念

子供の貧困対策に関する大綱について（平成26年８月29日閣議決定）

指標の改善に向けた当面の重点施策

＜教育の支援＞

○学校をプラットフォームとした子供の貧困対策の推進

・きめ細かな学習指導による学力保障

・スクールソーシャルワーカーの配置充実

○教育費負担の軽減

・幼児教育の無償化に向けた段階的取組

・高校生等奨学給付金等による経済的負担の軽減

・大学等奨学金事業における無利子奨学金の充実、

より柔軟な『所得連動返還型奨学金制度』の

導入

○貧困の連鎖を防止するための学習支援の推進

○学習が遅れがちな中学生を対象とした学習支援

など

＜保護者に対する就労の支援＞

○ひとり親家庭の親の就業支援

・就業支援専門員の配置による支援等

○生活困窮者や生活保護受給者への就労支援

○保護者の学び直しの支援

○在宅就業に関する支援の推進

＜子供の貧困に関する調査研究等＞

○子供の貧困の実態把握

○子供の貧困に関する新たな指標の開発

○子供の貧困対策に関する情報の収集・蓄積、提供

＜生活の支援＞

○保護者の生活支援

・保護者の自立支援

○子供の生活支援

・児童養護施設等を退所した子供のアフターケアの

推進、子供の居場所づくりに関する支援等

○関係機関が連携した支援体制の整備

・生活困窮者自立支援制度の自立相談支援機関、

児童福祉関係者、教育委員会等の関係機関が

連携してネットワークを構築

○支援する人員の確保

・社会的養護施設の体制整備、相談職員の資質

向上等 など

＜経済的支援＞

○児童扶養手当と公的年金の併給調整見直し

○ひとり親家庭の支援施策に関する調査研究

○母子福祉資金貸付金等の父子家庭への拡大

○養育費の確保に関する支援 など

＜施策の推進体制等＞

○対策会議を中心とする政府一体となった取組

○地域の実情を踏まえた自治体の取組の支援

○官公民の連携プロジェクト・国民運動の展開 など

全ての

子供たちが

夢と希望を

持って成長

していける

社会の

実現

基本的な方針

○ 貧困の世代間連鎖の解消と
積極的な人材育成を目指す。

○ 第一に子供に視点を置いて、
切れ目のない施策の実施等に
配慮する。

○ 子供の貧困の実態を踏まえ
て対策を推進する。

など、１０の基本的な方針

子供の貧困に関する指標

○ 生活保護世帯に属する子供の
高等学校等進学率 ９０．８％

（平成２５年）

○ スクールソーシャルワーカーの
配置人数 １，００８人 （平成２５年度）

○ ひとり親家庭の親の就業率
・母子家庭の就業率：８０．６％

（正規３９．４％ 非正規４７．４％）

・父子家庭の就業率：９１．３％
（正規６７．２％ 非正規 ８．０％）

○ 子供の貧困率 １６．３％ （平成２４年）

など、２５の指標
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○ 子供の将来がその生まれ育った環境によって左右されることのないよう、また、貧困が世代を超えて連鎖することのないよう、必要な環境整備と
教育の機会均等を図る。

○ 全ての子供たちが夢と希望を持って成長していける社会の実現を目指し、子供の貧困対策を総合的に推進する。

目的・理念

子供の貧困対策に関する大綱のポイント①

基本的な方針

１ 貧困の世代間連鎖の解消と積極的な人材育成を目指す。
２ 第一に子供に視点を置いて、切れ目のない施策の実施等に配慮する。
３ 子供の貧困の実態を踏まえて対策を推進する。
４ 子供の貧困に関する指標を設定し、その改善に向けて取り組む。
５ 教育の支援では、「学校」を子供の貧困対策のプラットフォームと位置付けて総合的に対策を推進するとともに、教育費負担の軽減を図る。
６ 生活の支援では、貧困の状況が社会的孤立を深刻化させることのないよう配慮して対策を推進する。
７ 保護者の就労支援では、家庭で家族が接する時間を確保することや、保護者が働く姿を子供に示すことなどの教育的な意義にも配慮する。
８ 経済的支援に関する施策は、世帯の生活を下支えするものとして位置付けて確保する。
９ 官公民の連携等によって子供の貧困対策を国民運動として展開する。

１０ 当面今後５年間の重点施策を掲げ、中長期的な課題も視野に入れて継続的に取り組む。

子供の貧困に関する指標

○ 生活保護世帯に属する子供の高等学校等進学率 ９０．８％（平成２５年） ○ 生活保護世帯に属する子供の高等学校等中退率 ５．３％（平成２５年）
○ 生活保護世帯に属する子供の大学等進学率 ３２．９％（平成２５年）
○ 生活保護世帯に属する子供の就職率（中学校卒業後の進路：就職率 ２．５％ ／ 高等学校等卒業後の進路：就職率 ４６．１％）（平成２５年）
○ 児童養護施設の子供の進学率及び就職率（平成２５年）

（中学校卒業後：進学率 ９６．６％、就職率 ２．１％ ／ 高等学校等卒業後：進学率 ２２．６％、就職率 ６９．８％）
○ ひとり親家庭の子供の就園率（保育所・幼稚園） ７２．３％ （平成２３年度）
○ ひとり親家庭の子供の進学率及び就職率（中学校卒業後：進学率 ９３．９％、就職率 ０．８％ ／ 高等学校卒業後：進学率 ４１．６％、就職率 ３３．０％）（平成２３年度）

○ スクールソーシャルワーカーの配置人数 １，００８人（平成２５年度） ／
スクールカウンセラーの配置率 小学校 ３７．６％、中学校 ８２．４％ ※その他教育委員会等に１，５３４箇所配置（平成２４年度）

○ 就学援助制度に関する周知状況（平成２５年度）
（毎年度の進級時に学校で就学援助制度の書類を配付している市町村の割合 ６１．９％）
（入学時に学校で就学援助制度の書類を配付している市町村の割合 ６１．０％）

○ 日本学生支援機構の奨学金の貸与基準を満たす希望者のうち、奨学金の貸与を認められた者の割合（無利子・有利子）（平成２５年度実績）
（無利子：予約採用段階 ４０．０％、在学採用段階 １００．０％ ／ 有利子：予約採用段階 １００．０％ 、在学採用段階 １００．０％）

○ ひとり親家庭の親の就業率（平成２３年度）
（母子家庭の就業率 ８０．６％ （正規 ３９．４％、非正規 ４７．４％） ／ 父子家庭の就業率 ９１．３％ （正規 ６７．２％、非正規 ８．０％））

○ 子供の貧困率 １６．３％（平成２４年）
○ 子供がいる現役世帯のうち大人が一人の貧困率 ５４．６％（平成２４年）
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子供の貧困対策に関する大綱のポイント②

指標の改善に向けた当面の重点施策

○「学校」をプラットフォームとした総合的な子供の貧困対策の展開

・学校教育による学力保障 ／ 学校を窓口とした福祉関連機関等との連携 ／ 地域による学習支援 ／ 高等学校等における就学継続のための支援

○貧困の連鎖を防ぐための幼児教育の無償化の推進及び幼児教育の質の向上

○就学支援の充実

・義務教育段階の就学支援の充実 ／「高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）制度」などによる経済的負担の軽減

／ 特別支援教育に関する支援の充実

○大学等進学に対する教育機会の提供

・高等教育の機会を保障するような奨学金制度等の経済的支援の充実 ／ 国公私立大学生・専門学校生等に対する経済的支援

○生活困窮世帯等への学習支援

○その他の教育支援

・学生のネットワークの構築 ／ 夜間中学校の設置促進 ／ 子供の食事・栄養状態の確保 ／ 多様な体験活動の機会の提供

教育の支援

生活の支援

○保護者の生活支援

・保護者の自立支援 ／ 保育等の確保 ／ 保護者の健康確保 ／ 母子生活支援施設等の活用

○子供の生活支援

・児童養護施設等の退所児童等の支援 ／ 食育の推進に関する支援 ／ ひとり親家庭や生活困窮世帯の子供の居場所づくりに関する支援

○関係機関と連携した包括的な支援体制の整備

○子供の就労支援

・ひとり親家庭の子供や児童養護施設等の退所児童等に対する就労支援 ／ 親の支援のない子供等への就労支援

／ 定時制高校に通学する子供の就労支援 ／ 高校中退者等への就労支援

○支援する人員の確保

・社会的養護施設の体制整備、児童相談所の相談機能強化 ／ 相談職員の資質向上

○その他の生活支援

・妊娠期からの切れ目ない支援等 ／ 住宅支援 6



子供の貧困対策に関する大綱案のポイント③

指標の改善に向けた当面の重点施策

○親の就労支援

○親の学び直しの支援

○就労機会の確保

○子供の貧困の実態等を把握・分析するための調査研究 ／ 子供の貧困に関する新たな指標開発に向けた調査研究／子供の貧困対策に関

する情報の収集・蓄積、提供

○児童扶養手当の公的年金との併給調整に関する見直し

○ひとり親家庭の支援施策についての調査・研究の実施に向けた検討

○母子福祉資金貸付金等の父子家庭への拡大

○教育扶助の支給方法

○生活保護世帯の子供の進学時の支援

○養育費の確保に関する支援

○国における推進体制

○地域における施策推進への支援

○官公民の連携・協働プロジェクトの推進、国民運動の展開

○施策の実施状況等の検証・評価

○大綱の見直し

保護者に対する就労の支援

経済的支援

子供の貧困に関する調査研究等

施策の推進体制等
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≪参考≫平成26年度予算執行調査結果（平成26年７月１日財務省公表）

8



9





（抜粋）

≪参考≫平成26年５月30日財政制度等審議会報告書（抜粋）
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平成26年５月30日財政制度等審議会報告書の参考資料



○ 基準額（児童１人当たり、月額・平成26年度）

○ 加算の目的

・ 児童手当制度の創設により一般世帯において児童の健全育成のための養育費が支給さ

れることとなったことに伴い、生活保護においても児童の教養文化的経費、健全育成に資す

るためのレクリエーション経費等の特別需要に対応するものとして、昭和47年創設。

・ 昭和47年以降、児童養育加算は、児童手当の効果が生活保護受給世帯の子どもにも等

しく及ぶよう、その額及び支給対象者を児童手当と同一となるよう改定してきたもの。

・ なお、児童手当は全額収入認定されるもの。

（参考）児童手当法の目的
この法律は、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本

的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生
活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的と
する。（法第１条）

１５，０００円（３歳未満）
１０，０００円（３歳以上小学校修了前、第１、２子）
１５，０００円（３歳以上小学校修了前、第３子以降）
１０，０００円（中学生）

※児童手当の支給額と同一

児童養育加算の概要
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母子加算の概要

児童１人
児童が２人の場
合に加える額

児童が３人以上
１人を増すごとに

加える額

在宅者
１級地
２級地
３級地

23,170円
21,560円
19,940円

1,830円
1,710円
1,600円

940円
870円
800円

入院患者又は社会福祉施設
もしくは介護施設の入所者

19,310円 1,550円 770円

○ 加算額（月額・平成26年度）

○ 対象要件

父母の一方若しくは両方が欠けているか又はこれに準ずる状態にあるため、父母の他方又は父母以外の者が児童を養育しなけ
ればならない場合

※ 「これに準ずる状態」とは、父母の一方又は両方が
①常時介護又は監護を要する身体障害者又は精神障害者である場合
②引き続き１年以上にわたって入院中又は法令により拘禁されている場合
③おおむね１年以上にわたって行方不明の場合や、引き続き１年以上遺棄していると認められる場合

※ 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の３月31日までの間にある者又は20歳未満で障害等級表１～３級若しくは
国民年金法施行令別表に定める１～２級に該当する障害のある者をいう。

※ 当該養育に当たる者が父又は母である場合であって、その者が児童の養育に当たることができる者と婚姻関係（婚姻
の届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情になる場合を含む。）にあり、かつ、同一世帯に属するときは、該当しない。

母子加算は、ひとり親世帯（母子世帯・父子世帯等）の生活保護受給世帯に対し、児童１人の場合で月額23,170円（在

宅・１級地）を支給する。
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母子加算の経緯について

１ 母子加算創設の経緯

○ 昭和24年、一人で子育てをする母親に対する飲食物費等の追加的需要に対応するものとして創設。

２ 専門委員会における検証

○ 平成16年「社会保障審議会生活保護制度の在り方に関する専門委員会」報告書において、次のとおり提言。

① 母子加算を含む保護基準は、平均的な一般母子世帯の消費水準より高い

② 一律・機械的な給付から世帯の自立に向けた給付に転換すること

４ 母子加算の復活

民主党、社会民主党、国民新党による「三党連立合意書」を踏まえ、子どもの貧困解消を図るため、平成２１年１２月に復活。

※「三党連立政権合意書」（抄）（平成21年９月９日）

○ 「子どもの貧困」解消を図り、2009年度に廃止された生活保護の母子加算を復活する。母子家庭と同様に、父子家庭にも児童扶養手当を支給する。

○ H22.３.31 厚生労働大臣と全国生存権訴訟原告団及び弁護団で母子加算訴訟に係る基本合意を取り交わし

３ 母子加算の見直し

○ 一般母子世帯と被保護母子世帯の公平を図るとともに、被保護母子世帯の自立を促進するため、

・16歳以上の子に係る母子加算は、平成17→19年度にかけて段階的に廃止。一方、高等学校等就学費を創設。

・15歳以下の子に係る母子加算は、平成19→21年度にかけて段階的に廃止。一方、就労や職業訓練等を受けて

自立に向けて努力している母子世帯を支援のための給付を創設。（母子加算復活の際に廃止）

第１・５分位所得の世帯 第３・５分位所得の世帯 平 均

78,626円 118,136円 121,061円

基準額 116,086円

母子加算額 21,998円

合 計 138,084円

（平成１１年度）

（参考）一般母子世帯と被保護母子世帯の消費水準の比較

【母子世帯（子１人）の生活扶助相当支出額】 【生活扶助基準（子１人）】

国（厚生労働省）は、母子家庭の窮状にかんがみ、子どもの貧困解消を図るために復活した母子加算については、今後十分な調査を経ることなく、
あるいは合理的な根拠もないままに廃止しないことを約束する。
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区 分 内 容 基準額（月額）

基準額

学用品費 その他の教育費

小学校：2,210円

中学校：4,290円
鉛筆、ノート、消しゴム、定規、書道道具、
ハーモニカ、笛、裁縫用具、体育用靴等
の購入費

遠足、社会見学、展覧会等の校外活動費
及び通学用靴、上履き、帽子等の通学用
品等の購入費

学級費等 学級費、児童会又は生徒会費及びＰＴＡ会費等
小学校：700円以内

中学校：790円以内

教材代
正規の教材として学校長又は教育委員会が指定するもの（副読本的図書、ワークブッ
ク、和洋辞典）の購入費

実費支給

学校給食費 保護者が負担すべき給食費 実費支給

校外活動参加費 宿泊費、施設利用料、交通費等 実費支給

通学交通費 通学に必要な最小限度の額 実費支給

学習支援費 学習参考書（教材代に含まれるものを除く。）購入費、課外クラブ活動費
小学校：2,630円

中学校：4,450円

教育扶助は、義務教育（小学校・中学校）に伴って必要となる費用（学用品、通学用品、学校給食その他義務教育に

伴って必要となるもの。以下参照。）について給付を行うもの。

※ 上記のほか、入学準備に必要な入学時の学童（学生）服、ランドセル、鞄、靴などについて、一時扶助として入学準備金が給付
される（小学校：40,600円以内、中学校：47,400円以内）。

教育扶助の概要
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高等学校等就学費は、高等学校等就学に伴って必要となる費用（学用品、交通費、授業料その他高等学校等就学に伴って

必要となるもの。以下参照。）について給付を行うもの。 ※ 生業扶助として支給

区 分 内 容 基準額（月額）

基本額

学用品費 その他の教育費

5,450円鉛筆、ノート、消しゴム、定規、裁縫用具、
楽器、体育用靴等の購入費

校外活動費、通学用品費等の購入費

学級費等 学級費、生徒会費及びＰＴＡ会費等 1,960円以内

教材代
正規の授業で使用され、当該授業を受講する全生徒が必ず購入するもの（教科書、副読
本的図書、ワークブック、和洋辞典）の購入費

実費支給

授業料 授業料
公立高校授業料

相当額

入学料 入学料
公立高校入学料

相当額

入学考査料 入学考査料
公立高校入学考査

料相当額

通学交通費 通学に必要な最小限度の額 実費支給

入学準備金 学生服、通学用カバン、靴、ワイシャツ等の購入費 63,200円以内

学習支援費 学習参考書（教材代に含まれるものを除く。）購入費、課外クラブ活動費 5,150円

※ 授業料については「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」（平成22年法律第18号）第２号

第１項各号に掲げるものに通学する場合（いわゆる高校無償化制度の対象者）は給付対象外。

高等学校等就学費の概要
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